
（平成２５年６月２６日報道資料抜粋）

年金記録に係る苦情のあっせん等について

年金記録確認関東地方第三者委員会東京地方事務室分

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 27 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 26 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 20 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 15 件



関東東京国民年金 事案13739 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成４年７月及び同年 11 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏   名  ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 平成４年７月 

② 平成４年11月 

私は、平成４年３月末に会社を退職してから５年１月に就職するまでの期間は国民

年金に加入し、銀行や郵便局で、毎月、国民年金保険料を納付していた。当時、同居

していた家族に保険料を渡して納付してもらうこともあったかもしれないが、全ての

保険料を納付した記憶がある。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の国民年金保険料を毎月納付していたと述べているところ、オン

ライン記録により、申立期間前後の期間の保険料は、おおむね１か月ごとに過年度納付

されていることが確認でき、申立人の説明と符合している上、申立期間はそれぞれ１か

月と短期間であり、前後の期間の保険料は納付済みである。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金保険料を

納付していたものと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24342 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、平成５年 12月１日から６年10月１日までの期間について、事業主

が社会保険事務所（当時）に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額

であったと認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 19 万円に訂正

することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和46年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年 12月１日から９年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に

支給された給与額に見合う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成５年 12 月及び６年１月の標準報酬月額について、オンライン

記録によると、同年２月４日付けで５年 12月の随時改定により19万円から８万円に減

額処理されていることが確認でき、複数の元従業員の標準報酬月額についても、同日付

けで、同年12月の随時改定により減額処理されていることが確認できる。 

また、オンライン記録によると、上記減額処理日の直前の平成６年２月１日付けで、

元事業主を含む複数の元従業員の標準報酬月額が遡及減額訂正されていることが確認で

きる。 

さらに、申立人が提出した平成５年 12 月分から６年９月分までの給与支給明細書に

よると、申立人の給与は 19万円前後であり、減額された形跡は見当たらない。 

加えて、Ａ社の元経理担当者は、当時の会社の経営状況は厳しく、社会保険料の滞納

があった旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、平成６年２月４日付けで行われた上記減額処理は、同

年２月１日付けで行われた上記減額処理と一体的に行われたものであると考えられ、社

会保険事務所が行った当該減額処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったと

は認められないことから、当該減額処理の結果として記録されている申立人の５年 12

月から６年９月までの標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 19 万

円に訂正することが必要である。 

  



なお、申立期間のうち、平成６年 10 月から９年９月までの標準報酬月額について、

オンライン記録によると、当該期間における定時決定及び随時改定に係る届出は適正な

時期に行われており、遡及訂正等の不自然な点は見当たらない。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞ

れに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低

い方の額を認定することとなる。 

Ａ社の元従業員から提出された平成６年 10 月分から７年９月分までの給与支給明細

書によると、報酬月額に見合う標準報酬月額はオンライン記録を上回っているものの、

厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額はオンライン記録と一致していることが確

認できる。 

また、Ａ社の総務担当者は、申立期間のうち、平成６年 10 月から９年９月までに係

る賃金台帳等の資料は期限経過のため保存していない旨回答しており、申立人の当該期

間における厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、当該期間について、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24343 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 20 年５月１日から 21 年９月 12 日までの期間について、Ａ組

合（後に、Ｂ組合）における厚生年金保険被保険者の資格取得日は 20 年５月１日、資

格喪失日は21年９月 12日であると認められることから、当該期間の資格取得日及び資

格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 20 年５月から 21 年３月までは 50

円、同年４月から同年８月までは 150円とすることが妥当である。 

また、申立期間のうち、昭和 22 年１月４日から 23 年４月 30 日までの期間について、

Ｃ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は 22年１月４日、資格喪失日は23年

４月 30 日であると認められることから、当該期間の資格取得日及び資格喪失日に係る

記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、昭和 22 年１月から同年５月までは 180

円、同年６月から 23年３月までは 300円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和20年１月１日から28年12月31日まで 

  Ｄ県Ｅ市にあったＦ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。元夫と同

じ職場に勤務していたのは間違いないので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間

として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ オンライン記録及び適用事業所検索システムにより、Ｄ県Ｅ市において、Ｆ社と類

似する事業所としてＧ法人が確認できたが、当該事業所は、昭和 28 年４月１日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間の大半の期間において適用事業所と

なっていない上、当該事業所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において申立

人に係る被保険者記録は確認できない。 

２ しかしながら、申立期間のうち、昭和 20 年５月１日から 21 年９月 12 日までの期

  



間及び 22 年１月４日から 23 年４月 30 日までの期間について、Ａ組合及びＣ社に係

る健康保険労働者年金保険被保険者名簿において、申立人の戸籍上の氏名及び生年月

日と同一の氏名及び生年月日が記載された、基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被

保険者記録が確認できるところ、当該被保険者記録によると、Ａ組合における資格取

得日は 20年５月１日、資格喪失日は 21年９月 12日、Ｃ社における資格取得日は 22

年１月４日、資格喪失日は 23年４月30日と記録されていることが確認できる。 

また、申立人の子は、申立人はＤ県Ｅ市において、元夫と同じ職場に勤務していた

旨供述しているところ、上記被保険者名簿におけるそれぞれの期間において、当該元

夫と同姓同名及び同一生年月日の被保険者記録が確認できる。 

さらに、Ｃ社において被保険者記録が確認できる元従業員は、申立人を知っており、

申立人と共に販売帳簿や倉庫内の商品管理を行った旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、上記の基礎年金番号に未統合の厚生年金保険被保険

者記録は、申立人に係る被保険者記録であると判断できることから、申立人のＡ組合

における資格取得日は昭和 20 年５月１日、資格喪失日は 21 年９月 12 日、Ｃ社にお

ける資格取得日は 22 年１月４日、資格喪失日は 23 年４月 30 日であると認められる。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、上記の基礎年金番号に未統合の被保険

者記録から、昭和 20 年５月から 21 年３月までは 50 円、同年４月から同年８月まで

は 150円、22 年１月から同年５月までは 180 円、同年６月から 23年３月までは 300

円とすることが妥当である。 

３ 申立期間のうち、昭和 20 年１月１日から同年５月１日までの期間、21 年９月 12

日から22年１月４日までの期間及び 23年４月30日から28年12月31日までの期間

について、上記元従業員は、申立人の正確な勤務期間は記憶していないとしている上、

Ａ組合及びＣ社の元事業主の所在は不明であることから、申立人の当該期間における

勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、上記のＧ法人は、当該期間当時の人事関係資料を保管していない上、当該事

業所が厚生年金保険の適用事業所となった日に被保険者資格を取得した元従業員は、

申立人を記憶していないことから、申立人の当該事業所における勤務実態及び厚生年

金保険の取扱いについて確認することができない。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関

連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が

厚生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24344 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所（当時）に届け出

た標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額に係る記録を

59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年４月１日から８年２月29日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が実際に

支給されていた給与額と相違している。申立期間当時、同社の役員であったが制作及

び営業に従事しており、社会保険事務には関与していなかったので、標準報酬月額を

訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月額は、当

初、59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

平成８年２月 29 日より後の同年３月７日付けで、９万 8,000 円に減額訂正されている

ことが確認できる。 

一方、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、申立人は、申立期間及び上記減額

訂正処理時において同社の取締役であったことが確認できるところ、複数の元従業員は、

申立人は取締役であったが制作及び営業担当であり、社会保険事務は担当していなかっ

た旨供述していることから、申立人は、当該減額訂正処理に関与していないと判断され

る。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった後に、上記減額訂正処理を行う合理的な理由は無く、有効な記録訂

正があったとは認められないことから、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た 59万円に訂正することが必要である。 

  



関東東京厚生年金 事案24345 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格取得日は昭和43年３月21日であ

ると認められることから、申立期間の資格取得日に係る記録を訂正することが必要であ

る。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、２万 2,000円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和43年３月21日から同年９月21日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には昭和 43 年３月から勤務しており、厚生年金保険被保険者証、厚生年金基金加入

員証及び 56年７月 13日付けの厚生年金保険第四種被保険者資格取得申出受理通知書

にも43年３月 21日に被保険者資格を取得した旨が記載されているので、厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人の同社における資格取得日につい

て、昭和43年３月 21日から同年９月 21日に訂正されていることが確認できる。 

しかしながら、上記被保険者名簿によると、上記訂正処理日及び事由等が記載されて

いない上、雇用保険の加入記録並びに申立人が提出した厚生年金保険被保険者証及び厚

生年金基金加入員証によると、申立人のＡ社における資格取得日は昭和43年３月21日

と記録されているほか、元従業員は、申立人は同年３月に新卒の正社員として入社し、

申立期間においても継続して勤務していた旨供述している。 

また、申立人が提出した昭和 56年７月13日付けＢ社会保険事務所長（当時）発行の

「厚生年金保険第四種被保険者資格取得申出受理通知書」に添付されている「第四種被

保険者資格取得申出にかかわる加入期間の調査期間について」により、申立人のＡ社に

おける資格取得日は 43年３月 21日と記載されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所（当時）において、申立人に係る厚生

年金保険の記録管理は適正に行われていたとは考え難く、上記訂正処理は有効なものと

は認められないことから、申立人のＡ社における資格取得日を昭和43年３月21日に訂

  



正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、上記被保険者名簿及びＣ厚生年金基金か

ら提出された厚生年金基金加入員台帳において確認できる申立人に係る昭和 43 年３月

の記録から、２万 2,000円とすることが妥当である。 

  



関東東京厚生年金 事案24346 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資格喪失日は、平成 13 年 10 月 30 日

であると認められることから、申立人の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要で

ある。 

なお、平成 13 年７月から同年９月までの標準報酬月額については、24 万円とするこ

とが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和39年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成13年７月31日から同年10月まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には平成 17 年３月 31 日まで勤務していたが、13 年９月頃に会社の経営が悪いため、

社会保険を廃止したいと社長より話があり仕方なく承知したが、ねんきん定期便を確

認したところ、同年７月 31 日に資格喪失している。同年９月分の給料まで保険料が

控除されていたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出した平成 13 年分の給与所得の源泉徴収票及び同僚の供述により、申立

人は、申立期間において、Ａ社に継続して勤務していたことが認められる。 

一方、オンライン記録によると、申立人のＡ社における資格喪失日について、同社が

厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 13年７月31日より後の同年10月30日付

けで、遡って同年７月 31 日と記録されており、元事業主及び上記同僚に係る資格喪失

日についても、同様に処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社に係る商業・法人登記簿謄本によると、上記資格喪失処理日において同社

は閉鎖されておらず、法人事業所であることが確認できることから、同社は、申立期間

において厚生年金保険法の適用事業所としての要件を満たしていたものと認められる。 

したがって、社会保険事務所（当時）において、Ａ社が平成13年７月31日に厚生年

金保険の適用事業所でなくなったとする処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、申立人に係る上記資格喪失

処理を行う合理的な理由は見当たらず、当該処理に係る記録は有効なものとは認められ

  



ないことから、申立人のＡ社における資格喪失日を当該処理日である平成 13 年 10 月

30日に訂正することが必要である。 

なお、平成 13 年７月から同年９月までの標準報酬月額については、申立人に係る上

記資格喪失処理前の記録から、24万円とすることが妥当である。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24350 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められることから、申立期間の標準賞与額

に係る記録を、平成 15年６月 16日は21万5,000円、同年12月15日は20万6,000円、

16年６月 15日は 29万 9,000円、同年 12月 15日は 30万 1,000円、17年６月 15日は

28万7,000円、同年 12月15日は 32万8,000円、18年６月15日は18万9,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 15年６月16日 

② 平成 15年12月15日 

③ 平成16年６月15日 

④ 平成 16年12月15日 

⑤ 平成17年６月15日 

⑥ 平成 17年12月15日 

⑦ 平成18年６月15日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

い。一部期間の賞与明細書を提出するので、標準賞与額を認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与明細書及び申立人の取引銀行における申立期間に係る取引

明細表により、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生

年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細書及び取引明細表において確

認又は推認できる保険料控除額又は賞与額から、平成 15年６月 16日は 21万 5,000 円、

同年 12月 15日は 20万 6,000円、16年６月 15日は 29万 9,000円、同年 12月 15日は

30万1,000円、17年６月 15日は28万7,000円、同年12月15日は32万8,000円、18

  



年６月15日は18万9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

は既に解散しており、元代表取締役に照会したものの回答は無く、破産管財人も確認で

きる資料は無い旨回答しているが、申立期間当時、同社において経理部門を担当してい

た元取締役は、「申立期間における夏、冬の賞与から厚生年金保険料を控除していたが、

社会保険事務所（当時）には当該賞与に係る届出をしておらず、当該賞与から控除した

厚生年金保険料も納付していなかった。」と供述していることから、社会保険事務所は、

当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保

険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24351 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 16 年８月 25 日は 60

万 6,000円、同年 12月 17日は 35万 8,000円、17年７月 15日及び同年 12月 26日は

それぞれ30万8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 16年８月25日 

           ② 平成16年12月17日 

           ③ 平成 17年７月15日 

           ④ 平成 17年12月26日 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準賞与額の記録が無

いので、標準賞与額を認めてほしい。 

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人から提出された賞与明細書及び申立人の取引銀行から提出された預金元帳によ

り、申立人は、申立期間にＡ社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料

を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業

主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の賞与額のそれぞれに見合う標

準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額のいずれか低い方の額を認定す

ることとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与明細書において確認できる

賞与額から、平成 16年８月 25日は60万6,000円、同年12月17日は35万8,000円、

17 年７月 15日及び同年 12月 26日はそれぞれ 30万 8,000 円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

  



主から回答を得られないが、Ａ社の複数の元従業員が保有する賞与明細書により、申立

期間において賞与が支払われ、当該賞与に係る厚生年金保険料を控除されていることが

確認できるところ、オンライン記録に当該標準賞与額の記録がある者はおらず、また、

同社の元顧問社会保険労務士は、同社の事業主及び事務担当者に賞与支払届を作成する

ための資料を提出するように促したが、提出されなかったと回答していることから判断

すると、事業主は、申立てに係る賞与額の届出を行っておらず、その結果、社会保険事

務所（当時）は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、

事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24352 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月１日から同年９月１日までの期間及び 22

年７月１日から同年 12 月１日までの期間について、その主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められることから、

当該期間の標準報酬月額に係る記録を、19 年８月は 47 万円、22 年７月は 41 万円、同

年８月から同年 11月までは 44万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

また、申立期間のうち、平成 22 年 12 月１日から 23 年９月１日までの期間について、

標準報酬月額の改定の基礎となる 22年５月から同年７月までは標準報酬月額44万円に

相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたと認められることから、申立

人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和40年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成17年１月５日から23年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 17 年１月５日から 22 年 12 月１日までの期間

  



については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 12月１日から 23年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

適用する。 

２ 申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、特例法に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われ

るのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそ

れぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいず

れか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年８月及び 22 年７月から同年 11 月までに

ついて、申立人から提出された給与明細票において確認できる保険料控除額から、19

年８月は 47 万円、22 年７月は 41 万円、同年８月から同年 11 月までは 44 万円とす

ることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記

録の標準報酬月額が長期間にわたり一致しておらず、また、複数の同僚から提出され

た給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と

オンライン記録の標準報酬月額も長期間にわたり一致していないことから、事業主は、

当該給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 17 年１月から 19 年７月まで及び同年９月から 22 年

６月までについて、上記給与明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に

見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低いことから、特

例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 22 年 12 月から 23 年８月までについて、オンライン記録に

よると、41 万円と記録されている。しかし、上記給与明細票によると、標準報酬月

額の改定の基礎となる 22年５月から同年７月までは標準報酬月額44万円に相当する

報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたことが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を 44 万円に訂正することが必要

である。 

  



関東東京厚生年金 事案24353 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、平成 19 年８月１日から同年９月１日までの期間につい

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 34 万円に

訂正することが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行していないと認

められる。 

  

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年11月14日から21年11月１日まで 

  Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の標準報酬月額の相違について申し立てているが、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づ

き標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるの

は、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれ

に見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い

方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 19 年８月の標準報酬月額については、申立人か

ら提出された給与明細票において確認できる保険料控除額から、34 万円とすることが

妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上記

給与明細票において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の

標準報酬月額が長期間にわたり一致しておらず、また、複数の同僚から提出された給与

明細票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額とオンライ

  



ン記録の標準報酬月額も長期間にわたり一致していないことから、事業主は、当該給与

明細票において確認できる保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、

社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間のうち、平成 15 年 11 月から 19 年７月まで及び同年９月から 21 年

10 月までの標準報酬月額について、上記給与明細票において確認できる報酬月額又は

保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライン記録の標準報酬月額と一致又は低い

ことから、特例法に基づく記録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

  



関東東京厚生年金 事案24354 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成 10年12月１日から13年10月１日までの期間、14

年 10 月１日から 15 年３月１日までの期間、同年４月１日から 19 年９月１日までの期

間及び 22 年８月１日から同年９月１日までの期間について、その主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められるこ

とから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を、10年 12月から 13年９月までは 30万

円、14 年 10 月から 15 年２月まで及び同年４月から 19 年７月までは 28 万円、同年８

月及び22年８月は 36万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

また、申立期間のうち、平成 22 年 12 月１日から 23 年９月１日までの期間及び同年

12 月１日から 24 年９月１日までの期間について、標準報酬月額の決定又は改定の基礎

となる 22年４月から同年６月までは標準報酬月額 38万円、23年９月から同年 11月ま

では標準報酬月額 56 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていた

と認められることから、申立人のＡ社における標準報酬月額に係る記録を、22 年 12 月

から 23年８月までは 38万円、同年 12月から 24年８月までは 56万円に訂正すること

が必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成10年12月１日から24年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、報酬

額に見合う標準報酬月額と相違している。給与明細票を提出するので、記録を訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立人は、申立期間に係る年金記録の確認を求めているが、あっせんの根拠となる

法律の適用については、特例的に、厚生年金保険料の徴収権が時効により消滅した期

間のうち、申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間については、

  



厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」と

いう。）を、その他の期間については、厚生年金保険法を適用する、という厚生労働

省の見解が示されたことを踏まえて、当委員会では、上記各期間において、その期間

に適用される法律に基づき記録訂正が認められるかを判断することとしている。 

したがって、申立期間のうち、平成 10年12月１日から22年12月１日までの期間

については、本件申立日において保険料徴収権が時効により消滅していた期間である

から特例法を、同年 12月１日から 24年９月１日までの期間については、本件申立日

において保険料徴収権が時効により消滅していない期間であるから厚生年金保険法を

適用する。 

２ 申立期間のうち、平成 10年 12月から12年12月までについて、申立人から提出さ

れた11年分及び 12年分の給与所得の源泉徴収票において確認できる給与支払額は約

480 万円であるところ、申立人から提出された 13 年１月分から 24 年 12 月分までの

給与明細票において確認できる報酬月額に見合う標準報酬月額は 30 万円以上である

ことから、当該期間における報酬月額については、少なくとも標準報酬月額 30 万円

に見合う額であることが推認できる。 

また、上記源泉徴収票において確認できる社会保険料等の金額とオンライン記録の

標準報酬月額（22 万円）に基づく社会保険料等の控除額を比較すると、当該源泉徴

収票において確認できる社会保険料等の金額の方が大幅に高いことから、オンライン

記録の標準報酬月額に基づく保険料より高い保険料が控除されていたことが確認でき

るところ、上記給与明細票によると、平成 13 年１月以降における保険料控除額は、

次の定時決定が行われるまで一定であることが確認できる。 

さらに、上記源泉徴収票において確認できる社会保険料等の金額から推定した厚生

年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は 30 万円より高いことから、少なくとも標

準報酬月額30万円に基づく控除額であったものと推認できる。 

したがって、当該期間の標準報酬月額については、上記源泉徴収票において推認で

きる報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

一方、特例法に基づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及

び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申

立人の報酬月額のそれぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間のうち、平成 13 年１月から同年９月まで、14 年 10 月から

15 年２月まで、同年４月から 19 年８月まで及び 22 年８月の標準報酬月額について、

上記給与明細票において確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額から、13 年

１月から同年９月までは 30万円、14年10月から15年２月まで及び同年４月から19

年７月までは 28万円、同年８月及び22年８月は36万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、上

記給与明細票及び源泉徴収票において確認又は推認できる報酬月額又は厚生年金保険

料控除額に見合う標準報酬月額とオンライン記録の標準報酬月額が、長期間にわたり

  



一致していないことから、事業主は、当該給与明細票及び源泉徴収票において確認又

は推認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、

その結果、社会保険事務所（当時）は、当該標準報酬月額に基づく保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

また、申立期間のうち、平成 13年10月から14年９月まで、15年３月、19年９月

から22年７月まで及び同年９月から同年 11月までについて、上記給与明細票におい

て確認できる報酬月額又は厚生年金保険料控除額に見合う標準報酬月額は、オンライ

ン記録の標準報酬月額と一致又は低いことが確認できることから、特例法に基づく記

録訂正の対象に当たらないため、あっせんは行わない。 

３ 申立期間のうち、平成 22年 12月１日から23年９月１日までの期間及び同年12月

１日から 24 年９月１日までの期間に係る標準報酬月額については、オンライン記録

によると、22年 12月から 23年８月までは 36万円、同年 12月から 24年８月までは

50万円と記録されている。 

しかし、上記給与明細票によると、標準報酬月額の決定又は改定の基礎となる平成

22 年４月から同年６月までは標準報酬月額 38 万円、23 年９月から同年 11 月までは

標準報酬月額 56 万円に相当する報酬月額が事業主により申立人へ支払われていたこ

とが確認できる。 

したがって、申立人のＡ社における標準報酬月額を、平成 22 年 12 月から 23 年８

月までは38万円、同年 12月から24年８月までは56万円に訂正することが必要であ

る。 

一方、申立期間のうち、平成 23年９月１日から同年12月１日までの期間について

は、上記給与明細票により、当該期間の標準報酬月額の決定の基礎となる同年４月か

ら同年６月までの期間において、オンライン記録の標準報酬月額に見合う報酬月額が

確認できることから、標準報酬月額に係る記録の訂正を行う必要は認められない。 

  



関東東京厚生年金 事案24355 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 19年８月１日、同年 12月 14日、20年７月 28日、同年 12月 22日、

21年７月25日及び同年 12月25日に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされてい

るが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の標準賞

与額に係る記録を、19年８月１日は 32万円、同年 12月 14日は 31万 3,000円、20年

７月 28日は 32万円、同年 12月 22日は 30万 6,000円、21年７月 28日は 31万 3,000

円、同年12月22日は30万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和36年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成18年12月15日 

            ② 平成19年８月１日 

            ③ 平成 19年12月14日 

            ④ 平成 20年７月28日 

            ⑤ 平成 20年12月22日 

            ⑥ 平成 21年７月28日 

            ⑦ 平成 21年12月22日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険

料は時効により納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②から⑦までについて、申立人から提出された賞与支払明細書、Ａ社から提

出された申立人に係る賞与支払明細書及び平成 18年分から21年分までの給与所得に対

  



する所得税源泉徴収簿により、申立人は、当該期間に同社から賞与の支払を受け、当該

賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、上記賞与支払明細書等において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 19年８月１日は32万円、同年12月14日は

31万 3,000円、20年７月 28日は 32万円、同年 12月 22日は 30万 6,000円、21年７

月28日は31万3,000円、同年 12月22日は30万6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当

該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事

務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①について、上記賞与支払明細書及び所得税源泉徴収簿により、申立人は、

当該期間にＡ社から賞与の支払を受けているものの、当該賞与に係る厚生年金保険料を

控除されていないことが確認できる。 

このことについて、Ａ社は、「当該期間当時は、賞与から厚生年金保険料を控除する

ことについて認識していなかった。」旨回答している。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24356 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 19年８月１日、同年 12月 14日、20年７月 28日、同年 12月 22日、

21年７月25日及び同年 12月25日に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされてい

るが、申立人は、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の標準賞

与額に係る記録を、19年８月１日は 24万円、同年 12月 14日は 23万 5,000円、20年

７月 28日は 24万円、同年 12月 22日は 22万 9,000円、21年７月 28日は 14万 7,000

円、同年12月22日は20万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和38年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 18年12月15日 

           ② 平成 19年８月１日 

           ③ 平成19年12月14日 

           ④ 平成 20年７月28日 

           ⑤ 平成 20年12月22日 

           ⑥ 平成 21年７月28日 

           ⑦ 平成21年12月22日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険

料は時効により納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②から⑦までについて、申立人から提出された賞与支払明細書、Ａ社から提

出された申立人に係る賞与支払明細書及び平成 18年分から21年分までの給与所得に対

  



する所得税源泉徴収簿により、申立人は、当該期間に同社から賞与の支払を受け、当該

賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、当該期間の標準賞与額については、上記賞与支払明細書等において確認

できる保険料控除額から、平成 19 年８月１日は 24 万円、同年 12 月 14 日は 23 万

5,000 円、20年７月 28日は 24万円、同年 12月 22日は 22万 9,000円、21年７月 28

日は14万7,000円、同年 12月22日は20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当

該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事

務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

申立期間①について、上記賞与支払明細書及び所得税源泉徴収簿により、申立人は、

当該期間にＡ社から賞与の支払を受けているものの、当該賞与に係る厚生年金保険料を

控除されていないことが確認できる。 

このことについて、Ａ社は、「当該期間当時は、賞与から厚生年金保険料を控除する

ことについて認識していなかった。」旨回答している。 

このほか、申立人の主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が当

該期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24357 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 19年８月１日、同年 12月 14日、20年７月 28日、同年 12月 22日、

21年７月25日及び同年 12月25日に係る標準賞与額については、厚生年金保険法第75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる標準賞与額とならない記録とされてい

るが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されてい

たことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保険給付及び保険

料の納付の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき、申立人の標準賞

与額に係る記録を、19年８月１日は 16万円、同年 12月 14日は 15万 7,000円、20年

７月 28日は 24万円、同年 12月 22日は 23万 5,000 円、21年７月 28日は９万 6,000

円、同年12月22日は５万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成 19年８月１日 

           ② 平成19年12月14日 

           ③ 平成 20年７月28日 

           ④ 平成 20年12月22日 

           ⑤ 平成 21年７月28日 

           ⑥ 平成21年12月22日 

Ａ社における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の記録が

無いことが分かった。同社は年金事務所に事後訂正の届出を行ったが、厚生年金保険

料は時効により納付することができず、申立期間の記録は年金の給付に反映されない

ので、給付されるよう記録を訂正してほしい。 

  

  

  

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る賞与支払明細書及び平成19年分から21年分までの

給与所得に対する所得税源泉徴収簿により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

  



認められる。 

一方、特例法に基づき標準賞与額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保

険給付が行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

賞与額のそれぞれに見合う標準賞与額の範囲内であることから、これらの標準賞与額の

いずれか低い方の額を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支払明細書等において確認

できる保険料控除額又は賞与額から、平成 19年８月１日は16万円、同年12月14日は

15万 7,000円、20年７月 28日は 24万円、同年 12月 22日は 23万 5,000円、21年７

月28日は９万 6,000円、同年 12月22日は５万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、申立てに係る賞与額の届出を社会保険事務所（当時）に行っておらず、また、当

該賞与に係る厚生年金保険料を納付していないことを認めていることから、社会保険事

務所は、当該標準賞与額に基づく保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、

当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24358 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を平成 16 年４

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 28万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和34年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年３月31日から同年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。勤務

期間に空白は無いので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された申立人に係る平成 16 年分賃金台帳及び同年分給与所得の源泉徴

収票により、申立人は、同社に同年３月 31 日まで継続して勤務し、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、上記賃金台帳において確認できる保険料

控除額及び報酬月額から、28万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについて不明としているが、事業主から提出された厚生

年金保険被保険者資格喪失確認通知書によると、申立人に係る資格喪失日は平成 16 年

３月 31 日と記載されていることから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日とし

て届け、その結果、社会保険事務所（当時）は、申立人に係る同年３月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に

納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、

申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24359 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額の記録については、16 万円に訂正することが

必要である。 

なお、事業主が申立人に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行したか否

かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成５年７月１日から６年10月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際

の給与額に見合う標準報酬月額と相違しているので、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

オンライン記録によると、申立人のＡ社における申立期間に係る標準報酬月額は、11

万8,000円と記録されている。 

しかしながら、申立人から提出された平成５年７月から６年９月までの給与明細書及

び源泉徴収票等によると、申立人に毎月およそ 17万円から19万円の給与が支給され、

当該給与から標準報酬月額 16 万円に見合う厚生年金保険料が控除されていることが確

認できる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準

報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事

業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに見合

う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか低い方の額

を認定することとなる。 

したがって、申立期間の標準報酬月額については、上記給与明細書において確認でき

る保険料控除額から、16万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、

明らかでないと判断せざるを得ない。 

  



また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が申立て

どおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24364 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 64

万円、18年６月８日は 61万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和53年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、平成 15年 12月 10日は 64万円、18年６月８日は 61万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24365 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 48 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和52年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月10日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、48万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24366 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録及びＢ社におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 44年６月25日に訂正し、同年６月及び同年７月の標準

報酬月額を６万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る昭和 44 年６月及び同年７月の厚生年金保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和44年６月21日から同年８月１日まで 

Ａ社及びＢ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。Ａ社からＢ社への異動はあったものの、継続して勤務していたので、申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて行った

ものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人と一緒にＡ社からＢ社に異動したとしている同僚の供述、Ａ社で給与計算事務

を担当していた者の供述及び商業・法人登記簿謄本から判断すると、申立人は、申立期

間においても同一グループ企業である同社及びＢ社に継続して勤務し（昭和 44 年６月

25 日にＡ社からＢ社に異動）、同年６月及び同年７月に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことが認められる。 

また、昭和 44 年６月及び同年７月の標準報酬月額については、申立人のＢ社におけ

る同年８月の社会保険事務所（当時）の記録から、６万円とすることが妥当である。 

なお、オンライン記録及びＢ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社が厚生年

金保険の適用事業所となった日は昭和 44 年８月１日とされているところ、商業・法人

登記簿謄本によると、同社は同年６月 25 日に設立されており、また、Ａ社からＢ社に

異動したとしている同僚は、「同社には設立当初から 20人から30人の従業員が勤務し

ていた。」旨供述していることから、同社は、申立期間のうち、同日以降の期間におい

  



て、当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと判断される。 

また、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該期間において適用事業所の要件を満たしていながら、社会保険事務所に適用

の届出を行っていなかったと認められることから、当該保険料を納付する義務を履行し

ていないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24367 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社Ｂ営業所における資格取得日に係る記録を昭和

41 年４月１日、資格喪失日に係る記録を同年９月１日とし、申立期間の標準報酬月額

を３万6,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和41年４月１日から同年９月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社

には継続して勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、申立人は、昭和 41 年４月１日に同社に

おいて厚生年金保険被保険者の資格を喪失し、同年９月１日に同社において再度資格を

取得していることが確認できるところ、雇用保険の加入記録並びに同社本店に勤務して

いた上司及び同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間において同社Ｂ営業所に

勤務していたことが認められる。 

また、上記被保険者名簿及びＡ社Ｂ営業所に係る事業所別被保険者名簿により、同社

同営業所が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 41 年４月１日に同社において資格

を喪失した25人のうち、申立人を除く 24人について、同日付けで同社同営業所におい

て資格を取得していることが確認できるところ、上記の上司及び同僚の供述から、申立

人の業務内容や雇用形態に変更は無かったことがうかがえる上、同僚の一人は、申立人

のみが厚生年金保険に加入していなかったというのは考えにくく、申立人も申立期間に

おいて厚生年金保険に加入していたと思う旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

  



また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 41 年３月の

社会保険事務所（当時）の記録から、３万 6,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

Ｂ営業所に係る事業所別被保険者名簿における整理番号に欠番が見当たらないことから、

申立人に係る社会保険事務所の記録が失われたとは考えられない上、仮に、事業主から

申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後、被保険者資格の喪

失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が

当該届出を記録していないとは、通常の事務処理では考え難いことから、事業主から当

該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務

所は、申立人に係る昭和 41 年４月から同年８月までの保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

  



関東東京厚生年金 事案24368 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を 73 万円とすることが必要で

ある。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年12月10日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、73万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24369 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を昭和 49 年４

月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を６万 4,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和49年３月31日から同年４月１日まで 

  日本年金機構から送付された「お知らせ文書」によりＡ社に勤務していた期間のう

ち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いことを初めて知った。しかし、申立期

間は同社から同社のグループ会社であるＢ社に異動した時期であり、継続して勤務し

ていたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び元従業員が保有しているＡ社における昭和 49 年３月の給与

明細書から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務し（同年４月１日に同社からＢ

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ

とが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和 49 年２月の

社会保険事務所（当時）の記録から、６万 4,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、元事

業主は、保険料を納付したか否かについて不明としているが、事業主が資格喪失日を昭

和49年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同年３月31日と

誤って記録することは考え難いことから、事業主は同日を厚生年金保険の資格喪失日と

して届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年３月の保険料について納入

の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付さ

れるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



関東東京厚生年金 事案24370 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 64

万円、18年６月８日は 63万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、平成 15年 12月 10日は 64万円、18年６月８日は 63万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24371 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 63

万円、18年６月８日は 60万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和51年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出された賞与一覧表等により、申立人は、申立期間に同社から賞与の支払

を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与一覧表等において確認できる保険

料控除額及び賞与額から、平成 15年 12月 10日は 63万円、18年６月８日は 60万円と

することが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24372 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 70

万円、18年６月８日は 69万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和50年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書及びＡ社から提出された賞与一覧表等により、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書及び賞与一覧表等にお

いて確認できる保険料控除額及び賞与額から、平成 15 年 12 月 10 日は 70 万円、18 年

６月８日は69万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24373 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、平成 15年 12月 10日は 55

万円、18年６月８日は 58万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書及びＡ社から提出された賞与一覧表等により、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書及び賞与一覧表等にお

いて確認できる保険料控除額及び賞与額から、平成 15 年 12 月 10 日は 55 万円、18 年

６月８日は58万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

  



関東東京厚生年金 事案24374 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により賞与から控除されていたと

認められることから、申立期間の標準賞与額に係る記録を、それぞれ150万円とするこ

とが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該標準賞与額に基づく厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和47年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 平成15年12月10日 

         ② 平成18年６月８日 

Ａ社Ｂ支店における厚生年金保険の被保険者期間のうち、申立期間の標準賞与額の

記録が無い。賞与が支給され、保険料を控除されたのは確かなので、標準賞与額を認

めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された賞与支給明細書及びＡ社から提出された賞与一覧表等により、

申立人は、申立期間に同社から賞与の支払を受け、当該賞与に係る厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準賞与額については、上記賞与支給明細書及び賞与一覧表等にお

いて確認できる保険料控除額から、それぞれ 150万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ社

の元監査役は、同社は既に解散し、当時の資料等が無いため不明としており、これを確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらないことから、明らかでないと判断せざるを

得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主が、申立

てどおりの賞与額に係る届出を社会保険事務所（当時）に対して行ったか否かについて

は、これを確認できる関連資料及び周辺事情が見当たらないことから、行ったとは認め

られない。 

 

  



関東東京国民年金 事案13740 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57年６月から平成元年 10月までの期間及び２年１月の国民年金保険料

については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日  ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： ① 昭和 57年６月から平成元年10月まで 

            ② 平成２年１月 

私は、昭和 57年６月 21日にＡ市役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険

料を毎月納付していた。平成元年４月にＢ市（現在は、Ｃ市）に転居した際は手持ち

の約５万円で同年５月から半年分くらいの保険料を市役所で納付し、以後は保険料を

毎月納付していた。また、私は、申立期間に係る源泉徴収簿及び源泉徴収票を所持し

ており、それらの資料には当時納付していた国民年金保険料が記載されている。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 57 年６月 21 日にＡ市役所で国民年金の加入手続を行ったとして当

該日に市役所に行った旨が記載されたノートを提出しているが、申立人に係る戸籍附票

により、当該日にはＡ市ではなくＤ区に住所を登録していることが確認できることから

Ａ市役所で加入手続を行うことはできない上、Ｂ市の国民年金手帳払出簿により、申立

人の国民年金の加入手続は平成３年 11月25日に行われていることが確認できる。 

また、オンライン記録により、申立期間①に係る国民年金被保険者資格取得記録の

入力処理は平成３年 12 月４日に行われていることが確認でき、同処理時点で申立期間

①の保険料は時効により納付することができず、申立期間②直後の２年２月から３年３

月までの保険料は４年３月 26 日に一括で過年度納付されていることが確認でき、同納

付時点で申立期間②の保険料は時効により納付することができない。 

さらに、申立人は、申立期間の保険料を納付したことを示す資料として昭和 57 年分

から平成２年分までの源泉徴収簿及び源泉徴収票を提出しており、同資料には各年中に

納付したとする国民年金保険料額が記載され、その記載額は当時の保険料額と一致して

いるが、上記のとおり、申立人の国民年金の加入手続は平成３年に行われていることが

 

、

 



確認でき、その前に加入手続が行われた事情は見当たらないため、昭和 57 年から平成

２年までの各年中に保険料を納付することはできないと考えられることから、同資料に

ついては、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料と認めること

はできない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料は無く、

申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13741 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 52 年 10 月から 57 年３月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年10月から57年３月まで 

私は、昭和 52 年９月に会社を辞めた後、同月頃に国民年金の加入手続を行い、夫

婦二人分の国民年金保険料を口座振替で納付していた。申立期間が国民年金に未加入

で保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、夫婦二人分の国民年金保険料を口座振替で納付していたとしているが、申

立期間のうち昭和 52年 10月から 53年３月までの期間及び 54年４月から 57年３月ま

での期間の夫の保険料は未納である。 

また、申立人から提出された申立人の黄土色の国民年金手帳及びオレンジ色の年金手

帳には申立期間に係る国民年金被保険者期間が記載されておらず、申立人は、当該２冊

の手帳以外に手帳を所持していたことはないとしているなど、申立人が申立期間に係る

国民年金の加入手続を行ったことをうかがわせる事情も見当たらない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13742 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 43年２月から 45年 10月までの期間、47年２月及び同年３月の国民年

金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和23年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和43年２月から45年10月まで 

           ② 昭和47年２月及び同年３月 

申立期間①については、私が 20 歳になった頃に、父が私の国民年金の加入手続を

行い、国民年金保険料を納付してくれていたと思う。また、申立期間②以降の期間に

ついては、私が国民年金への切替手続を行い、保険料を納付していた。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、申立人は、父親が昭和 43 年＊月頃に申立人の国民年金の加

入手続を行い、国民年金保険料を納付してくれていたとしているが、申立人の国民年金

手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加入被保険者に係る資格取得日か

ら47年９月頃に払い出されたと推認でき、同年９月時点で45年６月以前の保険料は時

効により納付することができない。 

また、申立人の国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していたとする父親から当

時の事情を聴取することができない上、申立人は、加入手続及び保険料の納付に関与し

ていないとしていることから、加入手続及び保険料納付の状況は不明であり、申立人に

対して別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

申立期間②については、上述のとおり、申立人の手帳記号番号は昭和 47 年９月頃に

払い出されたと推認でき、同年９月時点で申立期間②の保険料は過年度保険料となるた

め、申立期間②の保険料の納付には国庫金の納付書を使用することとなるが、申立人は

国庫金の納付書の入手経緯及び様式に関する記憶が無いと述べているなど、過年度保険

料の納付が行われたことをうかがわせる事情は見当たらない。 

そのほか、申立人及びその父親が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資

料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせ

  



る周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13743 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 54 年４月から 59 年 10 月までの国民年金保険料については、納付して

いたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和30年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和54年４月から59年10月まで 

私は、母から、結婚後は国民年金に加入するようにと言われていたので、結婚した

翌月の昭和 54 年４月に国民年金の加入手続を行い、同月以降の国民年金保険料を納

付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 54 年４月に国民年金の加入手続を行ったと主張しているが、申立人

の国民年金手帳記号番号は、当該記号番号前後の記号番号の任意加入被保険者に係る資

格取得日から 59 年 11 月頃に払い出されたと推認でき、同年 11 月時点で申立期間のう

ち54年４月から 57年９月までの国民年金保険料は時効により納付することができない

上、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、上述のとおり、申立人の手帳記号番号は昭和 59年11月頃に払い出されたと推

認でき、同年 11月時点で申立期間のうち 57年10月から58年２月までの保険料は過年

度納付することが可能であったものの、申立人は、遡って保険料を納付したことはない

としている。 

さらに、申立期間のうち昭和 58 年３月から 59 年 10 月までの期間は任意加入適用期

間の未加入期間であるため、制度上、当該期間の保険料は納付することができない。 

そのほか、申立人が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情

も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京国民年金 事案13744 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和40年８月から50年３月までの国民年金保険料については、納付していた

ものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和40年８月から50年３月まで 

私の元夫は、私の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を毎月

集金人に納付してくれていたと思う。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立人の元夫が申立人の国民年金の加入手続を行い、夫婦二人分の国民年

金保険料を毎月集金人に納付してくれていたと思うと述べているところ、元夫から当時

の事情を聴取することができない上、申立人は、加入手続及び保険料の納付に関与して

いないとしていることから、加入手続の状況及び保険料の納付状況は不明である。 

また、申立期間は９年８か月と長期間であり、行政機関が特定の国民年金被保険者に

ついて事務処理を誤り続けたとは考え難い。 

そのほか、申立人の元夫が申立期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家

計簿、確定申告書等）は無く、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周

辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断すると、申

立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24347 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和27年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成16年５月27日から同年７月８日まで 

Ａ社に勤務した申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。給与明細書及び給与所

得の源泉徴収票を提出するので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出されたＡ社に係る平成 16 年分給与所得の源泉徴収票及び元従業員の

供述から、申立人は、同年５月 27 日から同年７月８日まで、同社で勤務していたこと

は確認できる。 

しかしながら、申立人から提出された平成 16 年６月分及び同年７月分の給与明細書

によると、同年６月分の給与で控除された厚生年金保険料を含む社会保険料が、同年７

月分の給与において、申立人に返金されていることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24348 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和 33年４月１日から36年４月１日まで 

         ② 昭和 38年７月18日から39年３月１日まで 

Ａの販売会社で販売営業職として勤務した申立期間①の厚生年金保険の加入記録が

無い。当時の事業所名が、Ｂ社（後に、Ｃ社。現在は、Ｄ社）か、Ｅ社（現在は、Ｆ

社）か、Ｇ社か、Ｈ社か記憶に無いが、Ｉ地区にあったＡの販売会社に勤務していた

ことは確かなので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。また、Ｃ社か

らＪ社に転職した時期に当たる申立期間②の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期

間にどちらの会社で勤務していたか記憶に無いが、期間を空けずに転職したことは確

かなので、厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ｄ社及びＦ社の人事を管掌するＫ社のそれぞれの担当者はいず

れも当時の記録を保存していないとし、また、Ｈ社の担当者は、確認できる人事記録に

申立人の記録は確認できないとしており、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱い

について確認することができない。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムによると、Ｇ社が厚生年金保険の

適用事業所となった記録は確認できない。 

さらに、Ｂ社、Ｅ社又はＨ社で、申立期間①当時に厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる元従業員 35人に照会し、回答が得られた20人は、いずれも申立人を記憶して

いないとしており、申立人の申立期間①における勤務を確認することができない。 

加えて、申立人は、申立期間①当時の上司として二人の名前を挙げているが、上記回

答のあった元従業員のうち二人が、当該上司二人は、それぞれＥ社、Ｈ社からＣ社に移

籍して来た旨供述しているところ、申立人の同社での厚生年金保険の被保険者記録が確

認できる昭和 37年６月 15日から 38年７月18日までの期間内に当該上司二人の同社に

  



おける被保険者記録が確認できる上、当該上司二人は既に死亡しており、申立人の勤務

実態及び厚生年金保険の取扱いについて照会することができない。 

申立期間②について、Ｄ社の担当者は、当時の人事記録は保有していない旨回答して

いる上、当委員会の照会に回答があったＣ社の 21 人の元従業員は、申立人を記憶して

おらず、そのうち複数の者は、同社を退職する前に厚生年金保険の被保険者資格を喪失

させられることは考えにくい旨供述している。 

また、Ｊ社の人事を管掌するＬ社から提出された申立人の社会保険記録を管理してい

た台帳によると、申立人は、昭和 39 年３月１日に厚生年金保険の被保険者資格を取得

し、40 年８月１日に資格を喪失した旨が記載されていることが確認できるところ、当

該記録は、Ｊ社に係る事業所別被保険者名簿で確認できる申立人の被保険者記録と一致

している。 

さらに、申立人は、Ｊ社においては、歩合制のＭ職であった旨供述しているところ、

Ｌ社の担当者及び当委員会の照会に回答があった元従業員 12 人のうち４人は、歩合制

のＭ職については、３か月から１年の試用期間があり、試用期間中は社会保険に加入し

ていない旨供述している。 

なお、申立人が記憶するＣ社及びＪ社における上司は既に死亡しており、申立人の勤

務実態及び厚生年金保険の取扱いについて照会することができない。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24349 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和28年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和52年３月31日から53年２月16日まで 

Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

申立期間も継続して勤務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者期間と

して認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録によると、申立人は、Ａ社において、昭和 49 年 11 月 25 日に資格取

得、52 年３月 30 日に離職後、53 年２月 16 日に資格を再取得、54 年５月 15 日に離職

しており、当該記録は、同社に係る事業所別被保険者名簿で確認できる申立人の厚生年

金保険被保険者記録と符合していることが確認できる。 

また、Ａ社が保管している健康保険厚生年金保険被保険者台帳によると、申立人は、

昭和49年11月25日に資格取得、52年３月31日に資格喪失、53年２月16日に資格を

再取得、54 年５月 16 日に資格喪失しており、上記被保険者名簿の記録と一致している

ことが確認できる。 

さらに、オンライン記録によると、申立人は、申立期間に国民年金に加入し、その一

部の期間において保険料を納付していることが確認できる上、申立人の妻も、Ａ社を退

職した後の昭和 52 年８月に国民年金に加入し、申立人が同社において被保険者資格を

再取得した 53年２月 16日付けで、国民年金の資格を喪失していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24360 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等   

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和55年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成15年７月１日から同年10月１日まで 

Ａ社に長期の派遣社員として、平成 15 年７月１日に入社したが、年金事務所の記

録では、同日以降の申立期間の厚生年金保険の加入記録が確認できない。申立期間を

厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間についても、Ａ社に長期の派遣社員として所属し、派遣先事業所

に勤務していたと申し立てているところ、Ａ社の供述及び雇用保険の加入記録から、申

立人が申立期間において、同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、申立人が保有するＡ社における平成 15 年７月分の給与明細書では、

当該月の厚生年金保険料が控除されていないことが確認できる。 

また、Ａ社は、同社が作成、保管する厚生年金保険に係る記録において申立人の被保

険者資格取得日が、オンライン記録と同日である平成 15年10月１日となっていること

から、同日以前の申立期間において、申立人の給料から厚生年金保険料を控除したはず

はないとしている。 

さらに、Ａ社は、従業員の厚生年金保険の加入について、「正社員は、従前から、入

社と同時に加入していたが、派遣社員の場合、平成 22 年６月以前は、雇用開始から２

か月程度経過してから加入させていた。」旨回答している。 

これについては、オンライン記録から申立人と同日にＡ社において厚生年金保険被保

険者資格を取得している者であって、連絡先の判明した従業員 20 人に照会したところ、

回答があった２人は、いずれも派遣社員であり、同社へ入社したとする月に雇用保険に

加入しており、厚生年金保険被保険者の資格取得日が同社へ入社したとする月から約２

か月後又は３か月後となっている上、当該従業員は、「厚生年金保険に加入するには、

一定の条件があり、入社と同時に加入させてもらえなかったと思う。」と供述している。 

  



加えて、Ａ社が加入するＢ健康保険組合における申立人の健康保険被保険者の資格取

得日も、オンライン記録と同日である平成 15年10月１日であることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚生

年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24361（事案120及び2521の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和29年８月29日から31年４月１日まで 

  Ａ社で勤務していた期間のうち、昭和 29年８月29日から35年10月１日までの期

間に係る厚生年金保険の加入記録が無いとして、同僚二人の名前を挙げて年金記録確

認Ｂ地方第三者委員会（当時）に申立てを行ったが、両人の被保険者記録が見当たら

ない等の理由から、記録の訂正を認めることはできない旨の通知を受けた。しかし、

納得できないので、新たに思い出した上司の名前を挙げて同委員会に再度の申立てを

行ったが、結果は同じであった。今般、当該上司は、申立期間に被保険者記録がある

ことが分かったが、そうであれば、私も申立期間に被保険者であったはずなので、も

う一度審議して、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、年金記録確認Ｂ地方第三者委員会に対して、昭和 29 年８月 29 日から 35

年 10 月１日までの期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい旨の申立て

を過去２回行っているところ、１回目の申立てについては、申立人が、名前を挙げた同

僚二人は、Ａ社に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿において被保険者記録が見当

たらない上、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除を確認できる資料は無い等

の理由から、既に同委員会の決定に基づき平成 20年４月17日付けで年金記録の訂正は

必要でないとする通知が行われている。 

２回目の申立てについては、申立人が自分の勤務を証明してくれるとして、新たに名

前を挙げた上司は、当該期間に上記被保険者名簿での被保険者記録が確認できるものの、

既に死亡しており、申立人の当該期間に係る勤務状況等について供述を得ることができ

ないこと、また、申立人は、当該期間当時の記憶として昭和 35 年９月当時の勤務先建

物の構造や店舗名を供述しているが、当該店舗は 33 年頃に改装され、店舗名も変更さ

れていたことを複数の従業員が供述しており、申立人の記憶との時期的なずれがうかが

  



えること等の理由から、当初の決定を変更すべき新たな事情とは認められないとして、

既に年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の決定に基づき平成21年６月24日付けで年金記

録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、上記２回の通知に納得できず、申立期間を変更し、新たな事情とし

て、２回目の申立てにおいて名前を挙げた上司については、申立期間における被保険者

記録が確認できたことを挙げて、自分も記録があったはずであるとして３回目の申立て

をしているが、当該上司については、２回目の申立てに係る調査において、申立期間に

被保険者記録があることを確認しており、申立人の主張は当初の決定を変更すべき新た

な事情とは認められない。 

そのほかに、年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情

は見当たらないことから、申立人は、厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

 

  



関東東京厚生年金 事案24362 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和61年９月５日から平成９年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額の記録が 11 万円とな

っており、給与額に見合う標準報酬月額より低くなっている。申立期間については、

手取額で25万円から 28万円の給与を支給されており、住宅ローンも借りることがで

きた。確認できる資料は無いが、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間において、手取額で 25万円から28万円の給与を支給されていた

と主張しているが、当時勤務していたＡ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなく

なっており、申立期間当時の同社の事業主に厚生年金保険の取扱いについて照会したも

のの、当時の資料を保管していないため不明である旨回答している上、申立人も当時の

給与明細書等、給与額や厚生年金保険料控除額を確認できる資料を保有していないこと

から、申立人の主張する標準報酬月額及び当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の

控除について確認することができない。 

また、申立人と取引があった金融機関が保有していた申立人の平成元年分の給与所得

源泉徴収票では、同年の社会保険料控除額は、オンライン記録の標準報酬月額 11 万円

に基づく健康保険料及び厚生年金保険料の合計額より低額であることが確認できる。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿では、申立人の標準報酬月額等の記載内容

に不備は無く、当該名簿及びオンライン記録における標準報酬月額が遡って訂正される

等の不自然な処理も見当たらない。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除について確

認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間において、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24363 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和24年４月１日から同年６月１日まで 

Ａ渉外労務管理事務所（Ｂビル。以下「Ｃ渉外労務管理事務所」という。）におい

てＫ・Ｐとして勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。 

しかし、Ｃ渉外労務管理事務所には、同事務所が厚生年金保険の適用事業所となっ

た昭和 24 年４月１日には既に勤務しており、同日以降、保険料を控除されていたの

で、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間もＣ渉外労務管理事務所においてＫ・Ｐとして勤務していたと申

し立てている。 

しかしながら、申立人のＣ渉外労務管理事務所に係る厚生年金保険の記録を管理する

Ｄ事務所では、申立人の申立期間に係る勤務の状況や厚生年金保険料の給与からの控除

については不明であるとしている。 

また、Ｃ渉外労務管理事務所に係る申立人の厚生年金保険記号番号払出簿、厚生年金

保険被保険者台帳索引票及び厚生年金保険被保険者台帳では、申立人の同事務所におけ

る厚生年金保険の資格取得日は昭和 24 年６月１日となっている上、Ｄ事務所が保有す

る申立人に係る厚生年金保険個人別台帳の資格取得日も同日となっており、いずれもが

Ｃ渉外労務管理事務所に係る健康保険厚生年金保険被保険者名簿における申立人の資格

取得日と一致していることが確認できる。 

さらに、Ｃ渉外労務管理事務所の健康保険厚生年金保険被保険者名簿により、昭和

24 年４月１日及び同年６月１日に同事務所において厚生年金保険の被保険者であるこ

とが確認できる従業員 40 人に、申立人の申立期間に係る勤務の状況及び同事務所にお

ける厚生年金保険の取扱いについて照会したところ、21 人から回答があったものの、

申立人の勤務の状況については、申立人を知っていると回答した２人は申立人の勤務期

  



間は覚えていないとしており、また、同事務所における厚生年金保険の取扱いについて

は、全員が不明であるとしている。 

このほか、申立人の申立期間における勤務及び厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24375 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年７月１日から47年６月１日まで 

Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には、Ｂ職として勤務

していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は、申立期間当時の資料は保存していないため、申立人の勤務状況及び厚生年金

保険料の控除について確認できないとしている上、申立人が、名前を記憶している同僚

13 人のうち、所在が判明した４人に照会したが、回答が得られなかったため、申立期

間当時、同社に勤務していた従業員で所在が判明した従業員 16 人に照会し、11 人から

回答が得られたが、申立人が申立期間に同社に勤務していたことを確認できる回答は得

られなかった。 

また、Ａ社設立当時の関連法人であるＣ事業所は、同社が厚生年金保険に加入するま

で、同社に勤務していた従業員は、Ｄ事業団の被保険者であったとしているところ、昭

和46年10月１日に同事業団の被保険者資格を喪失していることが確認できる同社の従

業員 11 人については、同日付けでＡ社における雇用保険の加入記録が確認できるが、

申立人については、同年９月１日に同事業団の被保険者資格を喪失していることが確認

でき、同社における雇用保険の記録は確認できない。 

さらに、Ａ社に係る事業所別被保険者名簿によると、同社は、昭和 46 年 10 月 11 日

に厚生年金保険の適用事業所となっており、申立期間のうち、同年７月１日から同年

10 月 11 日までの期間は、同社が厚生年金保険に加入していないことが確認できるとこ

ろ、上記 11 人の従業員全員について、同年 10 月 11 日に、同社における被保険者資格

を取得していることが確認でき、Ｃ事業所は、「Ａ社が厚生年金保険の適用事業所とな

った昭和 46 年 10 月 11 日において、同社に勤務していた従業員は、全員厚生年金保険

に切り替えて加入させた。」旨回答している。 

  



加えて、上記被保険者名簿に、申立人の氏名は見当たらない上、申立期間における健

康保険証の番号に欠番は無いことから、申立人の記録が欠落したとは考え難く、また、

記載内容に不備な点や不自然な訂正処理が行われた形跡も認められない。 

なお、申立人が申立期間以降に勤務した事業所から提出された申立人の履歴書による

と、申立人が昭和 46年８月にＡ社を退職した旨の記載があることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できる関連資

料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24376（事案8443及び22021の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和38年５月13日から42年９月13日まで 

② 昭和44年10月20日から47年３月26日まで 

申立期間①については、前回、申立期間②については、過去２回にわたり脱退手当

金を受給していないので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしいと第三者委員会

に申し立てたが認められなかった。 

しかし、自分で申立期間①及び②に係る脱退手当金裁定請求書及びその添付資料の

カラーコピーを取り寄せ、記載内容を確認し、年金事務所の担当者等の関係者に照会

したが、社会保険事務所（当時）において申立期間①及び②に係る脱退手当金の支給

について適切な事務処理が行われたとは考えられず、私は申立期間①及び②の脱退手

当金を受給した記憶も無いので、第三者委員会の審議結果には納得できず、再度申し

立てるので、脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①に係る申立てについては、ⅰ）年金事務所に脱退手当金が支給決定され

た根拠となる「脱退手当金裁定請求書」、「脱退手当金計算書」等が保存されており、

それらの記載内容とオンライン記録の内容は一致している上、当該裁定請求書につい

て、申立人は、自ら作成したことを認めていることから、当該脱退手当金の請求は申

立人の意思に基づき行われたものと認められること、ⅱ）申立人は、申立期間①及び

②に係る厚生年金保険被保険者証を保有しており、当該被保険者証には「脱」の表示

（押印）が二つ確認でき、これらの表示は、申立期間①及び申立期間②に係る脱退手

当金の支給手続の際に、それぞれ押印されたと認められることから、申立人に申立期

間①に係る脱退手当金が支給されたものと考えられること、ⅲ）Ａ社に係る事業所別

被保険者名簿の申立人の欄には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」

の表示が記されているとともに、申立期間①に係る脱退手当金は、支給額に計算上の

誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどから、既に年金

  



記録確認Ｂ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 23 年 11 月 30 日付けで

年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

２ 申立期間②に係る申立てについては、ⅰ）申立人が現在も所持している厚生年金保

険被保険者証には、脱退手当金を支給した旨の「脱」の表示が確認できることを踏ま

えると、申立期間②についても申立人の意思に基づかないで脱退手当金が請求された

ものとは認め難いこと、ⅱ）申立期間②に係る脱退手当金裁定請求書には、払渡店と

して申立期間①と同じ銀行支店名が記載されていることから、申立人の意思に基づき

脱退手当金が請求されたものと考えられること、ⅲ）Ｃ社に係る健康保険厚生年金保

険被保険者名簿には、脱退手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記

されているとともに、申立期間②の脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申

立期間②に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和 47 年８月 29

日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないことなどか

ら、既に年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の決定に基づき、平成22年４月14日付け

及び 23 年 11 月 30 日付けでそれぞれ年金記録の訂正は必要でないとする通知が行わ

れている。 

３ 今回、申立人は、これまでの審議結果に納得できないとして再度、申立てを行って

いるが、脱退手当金が支給される場合、当時の社会保険事務所における脱退手当金の

支給に係る事務処理においては、脱退手当金の請求書の添付書類として提出された厚

生年金保険被保険者証に脱退手当金を支給した旨の「脱」の表示を行い、脱退手当金

支給決定通知書類と共に請求者に返還することとされていたことから、「脱」の表示

のある厚生年金保険被保険者証を保有する者は、当該脱退手当金の請求手続を行い、

社会保険事務所から当該被保険者証の返還を受けるとともに、当該脱退手当金支給決

定通知書類を受け取っているものと考えるのが自然である。 

申立人の場合、申立期間①及び②に係る厚生年金保険被保険者証を保有しており、

当該被保険者証には「脱」の表示（押印）が二つ確認でき、これらの表示は、申立人

に係る脱退手当金の支給記録からみて、一つは申立期間①に係る脱退手当金、もう一

つは申立期間②に係る脱退手当金の支給手続の際に、それぞれ押印されたものと考え

られ、申立人に申立期間①及び申立期間②に係る脱退手当金が支給されたものと認め

られる。 

このほか、上記のとおり脱退手当金が支給されていることをうかがわせる事情が存

在する一方で、申立人が脱退手当金を受け取っていないことをうかがわせる周辺事情

が見当たらない。 

したがって、年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき事情は見

当たらず、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めること

はできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24377 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和49年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月 

  年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与の記録

は無いが、申立期間も同社に勤務しており、私にも当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は、賞与等の給与関係資料は

保存されていないとしているところ、Ｂ町役場から提出された申立人に係る平成 19 年

度課税証明書に記載された平成 18 年分の社会保険料控除額は、申立人のオンライン記

録において確認できる同年１月から同年 12 月までの間における標準報酬月額及び標準

賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険料並びに健康保険料の合算額に、同年の給与総

支給額に基づく雇用保険料額を加えて得た社会保険料額におおむね一致しており、申立

期間において、同社から申立人に賞与が支払われ、当該賞与に係る厚生年金保険料が控

除されていたことを確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に係る厚生年金保険料

の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことを認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24378（事案5975の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：   

生 年 月 日 ： 昭和12年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ① 昭和36年１月10日から37年２月15日まで 

           ② 昭和37年３月１日から38年３月１日まで 

           ③ 昭和38年２月15日から41年３月25日まで 

私には脱退手当金をもらった記憶は無いので、脱退手当金の支給記録を取り消して

ほしいと第三者委員会に申し立てたが、脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情が見当たらないなどの理由から認められなかった。 

しかし、今回、申立期間の最終事業所であるＡ社に勤務していた当時の同僚である

弟が、私が脱退手当金を受給していないことを証言してくれるので、確認の上、脱退

手当金の支給記録を取り消してほしい。 

  

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立期間に係る最終事業所の健康保険厚生年

金保険被保険者名簿に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格

喪失日である昭和 41年３月 25日の前後２年以内に資格喪失した者３名全員に脱退手当

金の支給記録が確認でき、全員が資格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定が

なされていることから、申立人についても、事業主による代理請求がなされた可能性が

高いものと考えられること、ⅱ）申立人の健康保険厚生年金保険被保険者名簿には脱退

手当金が支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚

生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の 41 年 10 月 11 日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえないこと、ⅲ）申立人から聴取しても受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわせる事情は

見当たらないことなどから、既に年金記録確認Ｂ地方第三者委員会（当時）の決定に基

づき、平成22年１月 14日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われてい

る。 

  



今回、申立人は、上記審議結果に納得できないとし、自分が脱退手当金を受給してい

ないことを申立期間に係る最終事業所であるＡ社の元同僚であった弟が証言してくれる

と主張している。 

しかしながら、当該弟の証言の内容からは申立人が脱退手当金を受給していないと認

められる事情は確認できない。 

そのほかに年金記録確認Ｂ地方第三者委員会の当初の決定を変更すべき新たな事情は

見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと

認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24379（事案17833の再申立て） 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和４年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和19年10月１日から35年４月30日まで 

私は脱退手当金を受け取った覚えは無いので、平成 22 年９月に第三者委員会に対

して脱退手当金の支給記録を取り消してほしい旨の申立てを行ったが、認められなか

った。 

しかし、第三者委員会の審議結果に納得できないので、新たな証拠等は提出できな

いが、再度申し立てる。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間に係る申立てについては、ⅰ）申立人が申立期間に勤務をしたＡ社Ｂ事業所

の従業員調査の結果から、同社が脱退手当金の代理請求をしていた可能性が高いと考え

られること、ⅱ）申立期間の脱退手当金は、厚生年金保険被保険者資格喪失日から約３

か月後に支給決定されているなど、脱退手当金の支給に係る事務処理に不自然さはうか

がえないこと、ⅲ）申立人の脱退手当金が支給された時期は、通算年金制度創設前であ

り、申立人が脱退手当金を受給することに不自然さはうかがえないことなどの理由によ

り、既に年金記録確認Ｃ地方第三者委員会（当時）の決定に基づき、平成 23 年６月 15

日付けで年金記録の訂正は必要でないとする通知が行われている。 

今回、申立人は、前回の審議結果に納得できないとし、申立てを行っているが、申立

人から新たな資料や情報は得られず、年金記録確認Ｃ地方第三者委員会の当初の決定を

変更すべき新たな事情は見当たらないことから、申立人は、申立期間に係る脱退手当金

を受給していないものと認めることはできない。 

 

  



関東東京厚生年金 事案24380 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和32年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和59年９月１日から63年４月１日まで 

Ａ事業所には、昭和 59年９月１日から63年３月末まで継続して勤務した。その間、

子供のけが等で健康保険証を使用したことがあり、厚生年金保険の記録が無いのは不

自然なので、申立期間について調査の上、記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ事業所から提出された申立人に係る昭和 62 年分から平成元年分までの給与所得退

職所得に対する所得税源泉徴収簿及び同事業所の回答によると、申立人が同事業所に昭

和 62 年４月に入社し、平成元年８月に退職したことが確認できることから、申立期間

の一部期間において同事業所に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ事業所は、「今まで厚生年金保険には加入したことがなく、厚生年

金保険料の控除はしていない。また、当時は健康保険のみＢ健康保険組合に加入し、そ

の保険料を控除していた。」旨回答しているところ、上記所得税源泉徴収簿によると、

昭和 63 年２月から平成元年８月までの期間において、社会保険料の控除額が確認でき

るが、当該控除額は、申立期間当時の厚生年金保険料額としては低い額であり、同事業

所の健康保険料のみ控除していたという回答を踏まえると、申立人の給与から厚生年金

保険料が控除されていたとは考え難い。 

また、オンライン記録及び適用事業所検索システムでは、Ａ事業所が厚生年金保険の

適用事業所となった記録は確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認できる関連

資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が厚

生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24381 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和22年６月６日から23年４月５日まで 

年金記録の確認をしたところ、申立期間について脱退手当金の支給記録があること

を知った。 

しかし、脱退手当金の請求手続を行ったことも、受給した記憶も無いので、申立期

間の脱退手当金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）においては、オンライ

ン記録と一致する脱退手当金の支給対象期間、支給金額及び支給年月日が記録されてい

るとともに、当該脱退手当金は、支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年

金保険被保険者資格喪失日から約５か月後の昭和23年９月13日に支給決定されている

など、当該脱退手当金の支給に係る一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から脱退手当金について聴取しても、受給した記憶が無いというほかに

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る

脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



関東東京厚生年金 事案24382 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事

業主により賞与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和43年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成18年２月20日 

  年金事務所から「記録回復に関するお知らせ」が届き、Ａ社において、平成 18 年

２月 20 日に賞与の支給が行われていたことを知った。私の年金記録には、当該賞与

の記録は無いが、申立期間も同社に勤務しており、当該賞与の支給があったと思うの

で、調査して賞与の記録を訂正してほしい。 

  

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、また、申立期間当時の事業主は賞与等の給与関係資料は保

存されていないとしているところ、Ｂ社から提出された申立人に係る普通預金元帳にお

いて、申立期間に賞与の振込記録は確認できない。 

また、申立人から提出された平成 18 年分の給与所得の源泉徴収票に記載されている

社会保険料等の額は、申立人のオンライン記録において確認できる同年１月から同年

12 月までの間における標準報酬月額及び標準賞与額のそれぞれに基づく厚生年金保険

料並びに健康保険料の合算額に、同年の給与総支給額に基づく雇用保険料額を加えて得

た社会保険料額におおむね一致しており、申立期間において、Ａ社から申立人に賞与が

支払われ、当該賞与に係る厚生年金保険料が控除されていたことを確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における賞与の支給及び当該賞与に係る厚生年金保険料

の控除を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人が申

立期間について、その主張する標準賞与額に基づく厚生年金保険料を事業主により賞与

から控除されていたことを認めることはできない。 

 

  




